
災害時にも検査体制を維持可能
・免震構造
・自家発電設備の設置
新たな感染症危機への対策
・検査エリアの拡大、設備増設
・検査の安全性、作業効率の向上
・感染性物質等のセキュリティ強化
市民に開かれた研究所を目指して
・市民講座開催可能な会議室の新設
・見学窓の設置

沿革

施設

所在地
静岡市駿河区曲金二丁目１番７号

敷地面積 3052.72m2
建物
本館：鉄骨造（免震構造）２階建

延床面積 2,211.06m2
１階事務室、理化学検査エリア
２階会議室、微生物検査エリア

付帯施設：危険物倉庫ほか

機能強化ポイント

昭和46年 中央保健所と南保健所の検査室を統合し、衛生試験所発足。
昭和60年 旧南保健所を改築し移転。
平成15年 旧静岡市・清水市が合併し、静岡市となる。
平成17年 静岡市が政令指定都市になる。

機構改革により衛生研究所に名称変更。
平成19年 機構改革により環境保健研究所に名称変更。
令和７年 施設の老朽化・狭隘化に伴い、新築し移転。

４月１日供用開始。
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微生物学係

生活科学係

環境科学係

食品や臨床検体の細菌・ウイルス検査などを行っています

・食品衛生検査
流通食品の安全性確保のため、市内の飲食店・食品製造施設・

学校や福祉施設等の給食施設等で製造された食品や、市内で販売
されている食品について、検査を行っています。
また、施設のふき取り検体についても検査を行っています。

・食中毒関係検査
食中毒を疑う事例が発生した際、保健所が実施する調査の一環

として、便・食品・施設のふき取り検体等について検査を行い、
原因の究明に寄与します。

・環境衛生検査
不特定多数の方が利用する公衆浴場・宿泊施設・水泳施設等の

浴槽水やプール水について、検査を行っています。
また、事業場排水や貸おしぼりについても検査を行っています。

・感染症関係検査
感染症発生動向調査として、インフルエンザ・コロナウイルス・

腸管出血性大腸菌・薬剤耐性菌等の検査を行っています。
また、学校や保育園等での集団嘔吐下痢症調査、結核予防事業等に関する検査も行っています。

・免疫臨床検体検査
性感染症予防事業に関する検査として、ＨＩＶ・梅毒・クラミジアの検査を行っています。

BSL3ルーム

※当施設は市民の方からの検査依頼は受け付けておりません。

大気中や水中の化学物質等の検査などを行っています

・有害大気汚染物質調査
人の健康に影響する可能性のある優先取組物質（20物質）

について、毎月１回市内６地点で大気のサンプリング（試料
採取）を行い、検査を行っています。

・悪臭検査
市内の工場や事業所の敷地境界で大気のサンプリングを行

い、分析機器を用いるのではなく、人の鼻（嗅覚）を用いて
検査を行っています。

・雨水調査
当所の屋上に設置した採水器で雨水のサンプリングを行い、

酸性度やイオン成分について、検査を行っています。

・環境保全検査
地下水や南アルプスユネスコエコパーク等の河川水、工場や事業

場からの排水について、検査を行っています。また、河川で水質汚
濁事故が起きた際は、原因究明のために事故現場の状況に応じた検
査を行っています。

・環境衛生検査
公衆浴場等の浴槽水や水泳施設のプール水について、水の汚れの

指標となる項目の検査を行っています。

食品や家庭用品の理化学検査などを行っています

・食品の規格基準に関する検査
食品中に残留する農薬や動物用医薬品、その他規格

基準（下痢性貝毒、水銀、放射性物質、清涼飲料水の
微量元素など）について、検査を行っています。

・加工食品の食品添加物に関する検査
市内で製造・流通している加工食品について、食品

添加物の使用基準が守られているか、また、食品表示
違反がないか、検査を行っています。

・家庭用品の有害化学物質に関する検査
衣類、つけまつげ用接着剤のホルムアルデヒドの検査や、

家庭用洗剤、住宅用洗剤、エアゾル剤などについて検査を
行っています。

・健康食品中の医薬品成分に関する検査
いわゆる「健康食品」と呼ばれる食品中に、医薬品成分

（強壮剤、痩身剤）が含まれていないことを確認するため
の検査を行っています。

・食中毒関係検査（ヒスタミン・有毒植物など）
化学物質（細菌・ウイルス等を除く）による食中毒を疑

う事例が発生した際、食品の残品などについて検査を行い、
原因の究明に寄与します。

食品理化学検査室


